
 

資料１   

京都市の消費生活行政の現状と課題について 

 

１ 京都市消費生活行政の現状 

（１）京都市消費生活条例 

ア 制定に至る経過 

国において，平成１６年６月に従来の消費者保護基本法を抜本的に改正した消費者基

本法が施行され，消費者の位置付けが「保護される者」から「自立した主体」へと転換

されたことを受け，京都市では，平成１７年３月に従来の京都市消費者保護条例（昭和

５０年８月制定）を抜本的に改正した京都市消費生活条例を公布し，同年１０月に施行

した。 

イ 条例の特徴 

  （ア）基本理念（第３条） 

７つの消費者の権利（消費者権）と消費生活施策を推進するうえで留意すべき３つ

の視点を明記した。 

（イ）消費生活基本計画（第１０条） 

市長は，消費生活施策を総合的かつ計画的に実施するため，消費者権の実現を図る

ための基本的な計画を定めなければならない。 

  （ウ）消費生活審議会（第３６条） 

消費生活条例の施行に関する重要事項について，市長の諮問に応じ，調査及び審議

するとともに，当該事項について，市長に対して意見を述べるため，審議会を置く。 

（エ）表示・包装に関する３基準             …… 別紙１～別紙３参照 

    a 商品等表示基準（第１４条 昭和５６年１月告示，同年６月実施） 

    b 単位価格表示基準（第１５条 昭和５２年１１月告示，昭和５３年１月実施） 

    c 包装基準（第１７条 昭和５９年１０月告示，昭和６０年３月実施） 

（オ）不適正な取引行為の禁止（第２０条） 

     消費者に商品等を販売し，又は提供する契約及び信用を供与する契約等に関し，事

業者が行ってはならない行為を具体的に明記。 

（２）京都市消費生活基本計画 

ア 策定の経過 

平成１８年１０月に策定した，計画期間を５年間とする京都市消費生活基本計画（以

下「第１次計画」という。）の計画期間が平成２２年度で終了することに伴い，平成２３

年度以降の新たな消費生活基本計画（以下「第２次計画」という。）の策定に当たって，

平成２１年７月に京都市消費生活審議会に諮問し，平成２２年１１月２６日に同審議会

の答申を経て，平成２３年３月に第２次計画を策定した。 
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イ 第２次計画の特徴 

  （ア）位置付け 

    ・ 京都市消費生活条例第１０条により策定が義務付けられた，消費生活施策を総合

的かつ計画的に実施するとともに，消費者権の実現を図るための基本的な計画 

    ・ 京都市基本計画を上位計画とする消費生活分野の基本計画 

    ・ 伝統の中で培われた京都固有の生活文化の継承・発展を目指した計画 

  （イ）計画期間 

     １０年間（平成２３年度～３２年度） 

  （ウ）施策体系 

    基 本 方 針（４）⇒施策目標（６）⇒施策の方向（１１）⇒推進施策（２３） 

 

① 消費生活の安心・安全 ② 消費者被害の救済及び防止 

③ 消費者の自立支援   ④ 京都から始める未来へつなぐ消費生活 

  ウ 計画の推進 

  （ア）年度ごとの点検及び評価 

施策の実施状況については，年度ごとに事業実績や統計指標等を取りまとめる。と

りわけ，重点課題については，毎年度，実施計画（別紙４参照）を策定し，年度終了

後に点検及び評価を行う。  

  （イ）審議会への報告及び公表 

     事業実績等については，消費生活審議会に報告するとともに，市民に公表する。（条

例第１０条） 

（３）消費生活審議会 

ア 設置の根拠 

・ 京都市消費生活条例（第３６条～第４０条） 

・ 京都市消費生活条例施行規則（第１７条～第２２条） 

イ 審議会の役割 

・ 消費生活基本計画に基づく施策の実施状況の報告を受けること。（条例第１０条） 

・ 緊急時の公表について報告を受けること。（条例第２６条） 

・ 調停（条例第２８条） 

・ 条例の施行に関する重要事項について，市長の諮問に応じ，調査及び審議し，意見

を述べること。（条例第３６条） 

・ 消費生活基本計画の策定や商品等表示基準，単位価格表示基準，包装基準及び不適

正な取引行為を定める規則の制定等について意見を述べること。（条例第４０条） 

ウ 審議会の構成（条例第３７条） 

委員２０人以内で組織し，学識経験のある者，事業者団体に所属する者，消費者団体

に所属する者その他市長が適当と認める者のうちから，市長が委嘱又は任命する。 
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センター消費生活相談 

・ 消費生活相談員１１名配置 

・ 月曜日～金曜日 ９時～１７時 

取次ぎ

支援

エ 委員の任期（条例第３８条） 

    ２年。補欠委員の任期は前任者の残任期間 

オ 部会の設置（規則第２０条） 

特別の事項を調査及び審議するため必要な場合は部会を設置することができる。 

カ 開催状況（第１８期 平成２２年１２月１日～平成２４年１１月３０日） 

    平成２２年１２月１７日 審議会（全体会議） 

     ・ 審議会の構成について（会長の選挙，運営要綱の改正，部会の構成等） 

     ・ 京都市消費生活基本計画について（計画の概要，重点課題） 

    平成２３年 ３月２２日 審議会消費者苦情処理部会 

     ・ 不適正な勧誘行為に対する対応について 

     ・ 京都市消費者サポートチームの処理状況について 

    平成２３年 ７月２６日 審議会（全体会議） 

     ・ 消費生活基本計画（第１次計画）の平成２２年度推進状況について 

     ・ 消費生活基本計画（第２次計画）推進に当たっての平成２３年度実施計画の策

定について 

    平成２３年 ９月２７日 審議会消費者苦情処理部会 

     ・ 不適正な勧誘行為に対する対応について 

    平成２３年１１月１４日 審議会消費者苦情処理部会 

     ・ 不適正な勧誘行為に対する対応について 

    平成２４年 ３月２３日 審議会消費者苦情処理部会 

     ・ 京都市消費生活条例施行規則の改正について 

    平成２４年 ６月２２日 審議会（全体会議） 

     ・ 京都市消費生活基本計画の平成２３年度推進状況について 

     ・ 不適正な勧誘行為に対する対応について 

（４）消費生活総合センターの事業概要 

ア 消費生活相談 

（ア）体制 

 

 

 

 

 

 

（イ） 件数 

    

土日祝日電話相談 

・ ＮＰＯ法人への委託 

インターネット相談 

補完 

弁護士による法律指導，助言

京都市消費者サポートチーム

弁護士による法律相談 

・ センター及び各区役所・支所

で実施 

・ センター 月曜日～金曜日 

・ 区役所・支所 水曜日 

弁護士による多重債務特別相談 

・ 第２・４水曜日の午前，第１・３・

５水曜日の夜間に実施 

紹介
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（イ）件数  

ａ 年度別 

年度 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

件数 ７，６９２ ７，８０１ ８，０１６ ７，３４０ ８，３８０

   ｂ 商品・役務別（平成２３年度） 

順位 商品・役務の内容 件 数 主な内容 

１ 放送・コンテンツ等 １，１７１ アダルト情報サービス，出会い系サイト等

２ フリーローン，サラ金 ５１４ 多重債務等 

３ 賃貸住宅 ５１３ 敷金返還，更新料等 

４ 書籍，印刷物 ２６５ 新聞販売，同窓会名簿，紳士録等 

５ 商品一般 ２３０
メールやハガキによる架空請求等を含む，

商品やサービスの内容が不明なもの 

   ｃ 年代別（平成２３年度） 

年 代 ２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 

件 数 ２２３ ８７４ １，１６９ １，２８４

構成比(%) ２．７ １０．４ １４．０ １５．３

５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上 不明 計 

１，０９５ １，３１９ １，４６８ ９４８ ８，３８０

１３．１ １５．７ １７．５ １１．３ １００．０

  イ 消費者教育・啓発 

  （ア）相談窓口の周知 

          市民しんぶん挟み込みセンター案内広告の全戸配布，生活情報誌「マイシティライ

フ」の全戸回覧，消費者啓発アニメの映画館での放映，センター案内広報物の京都市

広報板及び市バス地下鉄への掲示等，様々な方法，媒体を活用したセンター窓口案内

の周知 

  （イ）消費者の自立支援のための教育・啓発の推進 

      消費者月間講座，消費者力パワーアップセミナー，消費者力検定受験対策講座等，

消費者問題に関する各種講座・教室の開催，消費者教育用教材「消費生活学習すごろ

く」や啓発動画「kyoto city movie 烏丸御池発☆ミヤコの悪質商法物語～若者を狙う

甘いワナ～」のインターネット配信，「いっせいのぉで」や「京（みやこ）・くらしの

安心安全情報」等の消費生活情報誌の配布等，年齢階層等に応じた教育・啓発の推進 

 

≪参考≫ 地方消費者行政活性化基金 

１ 地方消費者行政に対する国の財政的支援 

    平成２１年度から２３年度までの３年間を地方消費者行政の「集中育成・強化期間」

として，都道府県において地方消費者行政活性化基金が造成されるなど，国から地方へ

の財政的な支援が行われた。 
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２ 造成額 

    京都府において総額５億２，０００万円の基金が造成 

３ 取崩し期間 

    平成２１年度～２４年度（４年間）  

４ 本市の執行状況 

年 度 ２１ ２２ ２３ ２４ 

交付額 

（千円） 

単年度 １４，９４２ ３８，５７１ ５４，９１０ ６２，０００

累 計 １４，９４２ ５３，５１３ １０８，４２３ １７０，４２３

   注 平成２１～２３年度は決算額を，平成２４年度は予算額を計上。 

  

２ 消費生活行政を巡る国の動きと京都市の課題 

（１）平成２５年度以降の地方消費者行政                … 別紙５参照 

「集中育成・強化期間（平成２１年度～２３年度）」後の地方消費者行政の充実・強化

に向けた国の支援の在り方  

   ⇒ 消費者庁平成２５年度予算概算要求 

     ・ 地方消費者行政活性化交付金の創設 

（２）消費者教育の推進                        … 別紙６参照 

   消費者教育の推進に関する法律の施行（平成２４年１２月１３日） 

   ⇒ ・ 消費者教育推進計画の策定（努力義務） 

        国が定める基本方針及び府が定める消費者教育推進計画を踏まえ，本市区域

における消費者教育の推進に関する施策についての計画を策定 

     ・ 消費者教育推進地域協議会の設置（努力義務） 

        本市の区域における消費者教育を推進するため，消費者，消費者団体，事業

者，事業者団体，教育関係者，消費生活センターその他の本市関係機関等をも

って構成する消費者教育推進地域協議会を設置 

（３）食品表示の一元化                … 別紙１，別紙２，別紙７参照 

   食品衛生法，農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）及び健

康増進法の３法の食品表示制度に関する規定を新たな法律により一元化 

   ⇒ 本市が定める商品等表示基準及び単位価格表示基準の見直しの検討 
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京都市消費生活基本計画（第２次計画）に係る平成２４年度実施計画 

 

重 点 課 題 潜在化している消費者被害の掘り起こし 

推 進 施 策 名 推進施策７ 相談機能の強化と相談しやすい環境の整備 

取 組 期 間 平成２３年度～平成２４年度 

趣     旨 

国民生活白書（平成２０年版）によると，消費者被害に遭った人の相談先の

調査で「どこにも相談することも伝えることもしなかった」という回答が３３．

７％で最も高い割合となっており，また，本市のアンケート調査においても，

市民生活センターを知らないという人が３割弱という結果が出ていることか

ら，こうした潜在化している消費者被害を掘り起こす必要がある。 

目     標 消費生活相談件数の増加 

取組の基本的な方向 
○ 様々な手法，媒体を活用した相談窓口の周知 

○ 消費者の相談機会の拡充 

 

当年度の取組 
 

目     標 

「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画に掲げる平成２４年度の目標値を目

指す。 

（平成２３年度８，３８０件 → 平成２４年度８，７５０件） 

実施予定事業 

１ 相談窓口の周知（文化市民局消費生活総合センター） 

（１）市民しんぶん挟み込みセンター案内広告の全戸配布 

   センターの案内広告を市民しんぶんに挟み込み，全戸配付することにより，センタ

ーの周知を図る（年２回）。 

（２）生活情報誌「マイシティライフ」の全戸回覧 

自治会等単位での回覧方式により，生活情報誌「マイシティライフ」の全戸回覧を

行う（年２回）。 

（３）消費者啓発アニメの映画館での放映 

消費者啓発用アニメーションを作成し，市内の映画館で本編開始前に放映する。 

（４）センター案内広報物の京都市広報板及び市バス・地下鉄への掲示 

ア 消費者月間（５月）に合わせて，消費生活相談窓口の周知ポスターを作成し，京

都市広報板及び市バス・地下鉄車内等に掲示する。 

イ 地下鉄駅構内や市バス車体にセンター案内広告を掲示する。 

２ 相談体制の強化（文化市民局消費生活総合センター） 

（１）消費生活相談支援事業 

消費生活相談に寄せられる相談のうち，高度な法律知識が必要な相談案件について，

弁護士が支援する仕組みを構築する。 

（２）消費生活専門相談員に対する研修の充実 

３ 消費者の相談機会の拡充（文化市民局消費生活総合センター） 

（１）インターネットによる相談の実施 

（２）土・日・祝日電話相談の実施 

  土曜日，日曜日及び祝休日（年末年始を除く。）の電話による消費生活相談業務を

ＮＰＯ法人に委託し，午前１０時から午後４時まで，電話による市民からの相談に応

じる。 

 

 

別紙４ 
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京都市消費生活基本計画（第２次計画）に係る平成２４年度実施計画 

 

重 点 課 題 不招請勧誘による消費者被害の防止 

推 進 施 策 名 推進施策１３ 取引行為に関する制度の検討 

取 組 期 間 平成２３年度～平成２４年度 

趣     旨 

高齢者等の消費者被害を防止するため，消費者が希望しない契約に係る勧誘

行為の規制等，消費者被害に遭わないための制度について検討し，被害の未然

防止策を講じる。 

 

 

目     標 不招請勧誘による被害の未然防止策の構築 

取組の基本的な方向 

○ 消費生活審議会における調査及び審議 

○ 市民の意識及び実態の把握 

 

 

当年度の取組 
 

目     標 不招請勧誘による消費者被害の防止に向けた取組の推進 

実施予定事業 

 

１ 「迷惑な訪問販売・訪問買取りお断りシール」の全戸配布 

（文化市民局消費生活総合センター）

   ７月に，市民しんぶん区版と併せて全戸配布する。 

２ 消費生活条例施行規則の改正（文化市民局消費生活総合センター） 

  ６月に公布し，審議会に報告するとともに事業者への周知に努め，８月に施行する予

定である。 
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京都市消費生活基本計画（第２次計画）に係る平成２４年度実施計画 

 

重 点 課 題 高齢者等の消費者被害を未然に防止するための見守りの仕組みづくり 

推 進 施 策 名 
推進施策１６ 身近な支援の仕組みづくり 

推進施策２３ 消費者意見の反映及び行動する消費者の育成 

取 組 期 間 平成２３年度～平成２５年度 

趣     旨 

 本市では，高齢者等を見守る様々な事業を複数の部局において実施してい

る。また，一方で，大学，商店街，福祉関係機関等との連携の下に取組を進め

ている地域もあり，こうした庁内関係課及び市民ボランティアとの連携による

見守りの仕組みづくりが必要である。 

目     標 高齢者等への消費者被害情報等の迅速な伝達・発信の仕組みづくり 

取組の基本的な方向 

○ 市民ボランティアの育成及び登録の促進 

○ 庁内関係課の連携強化 

○ 情報を必要としている人に確実に届けるための情報発信の在り方の検討 

 

当年度の取組 
 

目     標 
 本市が関わる市民ボランティア等の育成強化及び庁内関係課の連携強化 

（当面，高齢者を対象とした見守りの仕組みづくりについて） 

実施予定事業 

１ 高齢者を見守る仕組み（庁内関係課の取組） 

（１）「くらしのみはりたい」事業（文化市民局消費生活総合センター） 

  消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため，身近な地域において，日常生活の中で

の「目配り」，「気配り」，「声掛け」による高齢者の見守りや，消費生活総合センターへ

の相談を奨励する市民ボランティアを募集する。 

（２）消費者月間講座「広げよう！見守りの輪」～高齢者を消費者トラブルか

ら守るために～（文化市民局消費生活総合センター） 

   高齢者の見守り活動を行う方や消費者問題に関心のある市民を対象とした講座を，消

費者月間である５月に開催する。 

（３）一人暮らしお年寄り見守りサポーター事業（保健福祉局長寿福祉課）  

暮らしや仕事の場で，一人暮らしのお年寄り等への目配りを行い，サポートが必要

な場合に地域包括支援センターへ連絡，相談する「一人暮らしお年寄り見守りサポー

ター」（平成２３年２月末１３，３５１名）を対象とした学習会を，地域包括支援セン

ターとの連携強化の観点から，開催する。 

（４）認知症あんしんサポーター，認知症あんしんサポートリーダーの養成事

  業（保健福祉局長寿福祉課） 

地域や職場等での認知症に関する正しい理解や対応方法の普及・啓発のため，認知症

あんしんサポーター養成講座を開催するとともに，その講師となる認知症あんしんサポ

ートリーダーを養成する。また，平成２４年度は，サポーターの活性化のため，「認知

症あんしんサポーターアドバンス講座」の開催回数を増加する。 

（５）老人福祉員制度（保健福祉局長寿福祉課） 

市長から委嘱され，主に一人暮らしの高齢者を訪問し，安否確認や話し相手となるこ

と等により，地域の高齢者を見守る。 

（６）民生委員・児童委員制度（保健福祉局地域福祉課）  

厚生労働大臣から委嘱され，担当地域において，関係機関・団体やボランティアと協

力しながら，福祉に関する相談・援助活動を行う。 

（７）地域包括支援センター業務（保健福祉局長寿福祉課） 

福祉の専門職や看護師等の資格を有する相談員が相談に応じるとともに，各種サービ

スの紹介や利用申請手続を含む関係機関との連絡調整等，高齢者の総合的な支援を行

う。平成２４年度は，センターの専門職員を大幅に増員するとともに，一人暮らしの高

齢者約７万世帯への，センターの専門職員による全戸訪問活動を実施する。 
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（８）日常生活自立支援事業（保健福祉局地域福祉課）   

京都市社会福祉協議会において，認知症高齢者，知的障害者及び精神障害者等，判断

能力が不十分なため福祉サービスを十分に利用できない方に対して，福祉サービスの利

用手続や日常的な金銭管理等を援助する制度として，同事業を実施している。 

（９）認知症の人も安心して暮らせるまちづくり事業（左京区役所支援課） 

商店に対して「高齢者に優しい店」を目指すことを奨励し，高齢者に「高齢者に優し

い店」に関する情報を広く提供するなど，地域の団体，大学，商店街と協働で事業を推

進する。 

 

＜（参考）高齢者に限定しない地域等での見守り活動＞ 

○ 学区の安心安全ネット継続応援事業（文化市民局くらし安全推進課） 

 学区単位の安心安全ネットを定着，発展させるため，補助制度の創設や防犯活動支援物

品（防犯用具）の貸出し等を実施する。 

○ 学生防犯ボランティア等若い世代への支援と合同啓発等 

（文化市民局くらし安全推進課）

ＮＰＯ等の市民活動団体等や大学生への支援と連携を図り，多様な人材を採り入れるた

め，学生防犯ボランティア（京都府警察の登録制度，愛称ロックモンキーズ）の事業支援，

合同啓発の実施，ＮＰＯ等との連携による出前講座等を実施する。 

○ ごみ収集福祉サービス（通称 まごころ収集）（環境政策局まち美化推進課） 

ごみ出しが困難な方もごみ出しが円滑にできるよう，高齢者や障害のある方等の生活支

援の一つとして，定期的に自宅の玄関先までごみの回収に伺う「ごみ収集福祉サービス」

を市内全域で実施する。 

 

 

２ 連携の仕組みづくり 

○ 消費生活行政推進会議における庁内関係課の連携策の検討 

（文化市民局消費生活総合センター） 
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京都市消費生活基本計画（第２次計画）に係る平成２４年度実施計画 

 

重 点 課 題 家庭における消費者力向上のための支援 

推 進 施 策 名 
推進施策１９ 様々な媒体を用いた情報の発信 

推進施策２３ 消費者意見の反映及び行動する消費者の育成 

取 組 期 間 平成２３年度～平成２５年度 

趣     旨 

東日本大震災によって，生活物資の買いだめ等，消費生活に関わる様々な課

題が浮き彫りとなり，消費者としての在り方が問われる中，家庭において，日

常の消費生活に必要な基礎的な生活力を習得し，親から子への伝播が図れるよ

う，家庭の教育力向上のための支援を行っていく。 

目     標 子育て世代の消費者力向上と次世代への継承の促進 

取組の基本的な方向 
○ 消費者力の向上を支援する教育教材の整備 

○ 家庭に向けた情報発信の強化 

 

当年度の取組 
 

目     標 消費者力向上に取り組む契機となる教育教材の提供 

実施予定事業 

１ 消費生活学習すごろくのインターネット配信（文化市民局消費生活総合センター）

平成２３年度に作成した，消費生活に関する様々な問題について，主に小学校高学年及

び中学生とその家族が楽しみながら学ぶことができる学習すごろくをインターネットで

配信する。 

２ 消費生活冊子「いっせいのぉで」の配布（文化市民局消費生活総合センター） 

  市民に，京都に暮らす消費者として，本当の豊かさとは何か，自らの生活について今一

度考えてもらう契機となるよう，平成２３年度に作成した消費生活冊子「いっせいのぉで」

を，区役所・支所等で配布する。 

３ こどもエコライフチャレンジ推進事業（環境政策局地球温暖化対策室） 

  全市立小学校の児童が「子ども版環境家計簿」を使って，夏休み又は冬休み期間中に，

各家庭で３Ｒ等の省エネ・省資源の取組を進めることにより，家庭でのライフスタイル

の見直し及びエコライフの実践・継続を図る。 

４ 総合環境情報誌の作成，配布（環境政策局循環企画課） 

ごみの発生抑制，再使用を促進するため，減量・リサイクルに関する冊子，チラシ等を

作成し，周知・啓発を行う。 

５ 「親子で朝ごはんＢＯＯＫ」の配布（保健福祉局保健医療課） 

新「京（みやこ）・食育推進プラン」に掲げる目指す姿「～少しでもできるところから

五つの京（きょう）食～」の「みんなで毎日しっかり「朝食」朝の今日（きょう）食」の

実現に向けて，親子で朝食作りを楽しめる簡単レシピ，バランスよく食べるコツ等を紹介

した冊子を保健センター等で配布する。 

６ 「子どもの事故防止実践マニュアル」及び「子どもの事故の応急手当マニ

ュアル」の配布（保健福祉局保健医療課）  

子どもの事故発生原因とその防止策や事故が起こった場合の適切な応急手当の方法等

を掲載したマニュアルを新生児が生まれた全ての家庭に送付するほか，子どもの事故防止

をはじめとして，子どもの健やかな成長を支援する施設「京（みやこ）あんしんこども館」

の見学者に配布する。 

７ ＤＶＤ「京の旬野菜」の貸出し（産業観光局農政企画課）      

  旬の時期に出荷される「京の旬野菜」の魅力，栽培や収穫の風景，おいしい食べ方など

を収録したＤＶＤの貸出しを行っている。 
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110 105

47 68 21

63 61

64 62

24 19

30 26

75 70

16 45 29

204 163

500

16 7

179 102

70 142 72

278 241

106 96

195 161

4,060 4,060

58 58

P IO -N E T 382 382

26 54 28

364 825 461

2,814 2,687

2,312 2,189

1,764 1,746

2,832 2,726

6,035 5,264

4,500 4,500

471 954 483

9,338 13,444 4,106
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